
公立病院・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証の要請等について 

 国においては，地域医療構想の実現に向け，全ての医療機関の診療実績データを分析

し，公立・公的医療機関等の役割が当該医療機関でなければ担えないものに重点化され

ているか，合意された具体的対応方針を検証し，地域医療構想の実現に必要な協議を促

進することとしている。 

 その上で，「診療実績が特に少ない」領域が９領域※１全てに該当するとされた医療機

関，もしくは「構想区域内に一定数以上の診療実績を有する医療機関が２つ以上あり，

かつ，お互いの所在地が近接している（類似かつ近接）」と分析された領域が６領域※２

全てに該当するとされた医療機関に対して具体的対応方針の再検証を要請することと

している。 

 ※１ ９領域・・・がん・心疾患・脳卒中・救急・小児・周産期・災害・へき地・研修・派遣機能 

 ※２ ６領域・・・がん・心疾患・脳卒中・救急・小児・周産期 

【具体的対応方針の再検証の要請対象となる医療機関（再検証対象医療機関）】 

医療機関数 医療機関名 

全国 424  

鹿児島県 ８  

鹿児島保健医療圏 ４ 鹿児島市医師会病院，済生会鹿児島病院，

鹿児島厚生連病院，鹿児島赤十字病院 

南薩保健医療圏 ２ 枕崎市立病院，南さつま市立坊津病院 

肝属保健医療圏 １ 肝付町立病院 

熊毛保健医療圏 １ 公立種子島病院 

【公立・公的医療機関等の再検証のスケジュールについて】 

 再検証対象医療機関に対しては，診療実績の分析結果を踏まえて，原則，具体的対応

方針を変更することを前提に，具体的対応方針の再検証を要請することとし，その再検

証の結果については，地域医療構想調整会議において協議の上で合意を得ることを求め

ることとする。 

 ○ 再編統合（ダウンサイジングや，機能の分化・連携・集約化，機能転換・連携等

を含む）を伴わない場合は，2020 年３月末までに結論を得ることとする。 

 ○ 再編統合を伴う場合は，2020 年９月末までに結論を得ることとする。 

（R1.9.26 第 24 回地域医療構想ワーキンググループ資料から作成） 
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